
（平成30年 9 月 1 日現在）

B／A（％）提案事務数　Ａ 移譲事務数　Ｂ うち広域連携
による事務数

中
核
市

豊 中 市 42 42 3 100.0％
高 槻 市 28 22 0 78.6％
枚 方 市 39 38 3 97.4％
八 尾 市 39 39 0 100.0％
東 大 阪 市 26 24 0 92.3％

施
行
時
特
例
市

岸 和 田 市 41 41 8 100.0％
吹 田 市 38 34 0 89.5％
茨 木 市 41 41 0 100.0％
寝 屋 川 市 41 36 3 87.8％

一

般

市

池 田 市 74 73 50 98.6％
泉 大 津 市 74 72 19 97.3％
貝 塚 市 75 75 9 100.0％
守 口 市 73 63 3 86.3％
泉 佐 野 市 75 69 14 92.0％
富 田 林 市 72 66 43 91.7％
河 内 長 野 市 73 70 41 95.9％
松 原 市 69 69 0 100.0％
大 東 市 73 54 3 74.0％
和 泉 市 74 69 9 93.2％
箕 面 市 74 73 51 98.6％
柏 原 市 74 63 3 85.1％
羽 曳 野 市 71 56 3 78.9％
門 真 市 72 60 3 83.3％
摂 津 市 70 54 0 77.1％
高 石 市 74 65 12 87.8％
藤 井 寺 市 73 58 3 79.5％
泉 南 市 76 66 43 86.8％
四 條 畷 市 73 45 3 61.6％
交 野 市 74 46 0 62.2％
大 阪 狭 山 市 74 71 42 95.9％
阪 南 市 75 75 45 100.0％

町

村

島 本 町 72 43 0 59.7％
豊 能 町 73 69 53 94.5％
能 勢 町 74 70 53 94.6％
忠 岡 町 72 70 19 97.2％
熊 取 町 74 64 14 86.5％
田 尻 町 72 59 42 81.9％
岬 町 71 59 42 83.1％
太 子 町 73 65 44 89.0％
河 南 町 73 66 44 90.4％
千 早 赤 阪 村 73 63 44 86.3％

合 計 2674 2357 771 88.1％

（5）特例市並みの権限移譲の状況一覧（平成22年〜30年度移譲事務）
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（6）協議会・一部事務組合・広域連合・事務委託・機関等の共同設置の現況

名　　　　　　称 設置年月日 構 成 団 体 事 務 の 内 容 事 務 所 所 在 地

近 畿 宝 く じ 事 務 協 議 会 Ｓ30.　4　.　1

京都府、京都市、 
大阪府、大阪市、
堺市、兵庫県、
神戸市、滋賀県、
奈良県、和歌山県

当せん金付証票の
うち、共同して発
売するものに関す
る事務の共同管理
及び執行 

会長の属する地方公共団体の事務
所内

住之江競艇施行者協議会 Ｓ46.　3　.　1
大阪府都市競艇企
業団、箕面市  

データーシステム
の管理運営

大阪市住之江区泉 1 丁目 1 番71号
（住之江競艇場内）

北 河 内 夜 間 救 急
セ ン タ ー 協 議 会 

Ｓ55.　7　.　1

守口市、門真市、
寝屋川市、 
枚方市、大東市、
交野市、四條畷市 

夜間急病患者の診
療に関する事務の
共同処理 

枚方市大垣内町 2 丁目 1 番20号
（枚方市役所内） 

北 河 内 二 次 救 急
医 療 協 議 会

Ｈ12.　4　.　1

守口市、門真市、
寝屋川市、 
枚方市、大東市、
交野市、四條畷市 

二次救急医療に関
する事務の共同管
理及び執行

枚方市大垣内町 2 丁目 1 番20号
（枚方市役所内）

泉 州 北 部 小 児 初 期
救 急 医 療 協 議 会

Ｈ18.　4　.　1
岸和田市、高石市、
和泉市、泉大津市、
貝塚市、忠岡町 

小児初期救急医療
に関する事務の共
同管理及び執行 

岸和田市別所町 3 丁目12番 1 号
（岸和田市立保健センター内）

大 阪 府 豊 能 地 区
教 職 員 人 事 協 議 会

Ｈ24.　4　.　1
豊中市、池田市、
箕面市、豊能町、
能勢町 

府費負担教職員の
人事行政に関する
事務の一部の共同
管理及び執行 

豊中市中桜塚 3 丁目 1 番 1 号
（豊中市役所内） 

吹 田 市 ・ 摂 津 市 消 防
通 信 指 令 事 務 協 議 会

Ｈ26.　2　.　1 吹田市、摂津市 

災害通報の受信、
出場指令、通信統
制、情報伝達等に
関する事務の共同
処理及び執行

吹田市江坂町 1 丁目21番 6 号
（吹田市消防本部内） 

大　 都　 市　 制　 度
 （ 特 別 区 設 置 ） 協 議 会

Ｈ29.　6.　9 大阪市、大阪府

特別区設置協定書
の作成及び特別区
の設置に必要な協
議の実施

大阪市北区中之島 1 丁目 3 番20号
（副首都推進局内）

公　立　大　学　法　人
大  阪  運  営  協  議  会

Ｈ30.　2.　23 大阪府、大阪市

地方独立行政法人
法に関する事務の
一部の共同管理及
び執行

大阪市住之江区南港北 1 丁目14番16号
（大阪府咲洲庁舎内）

①協議会（地方自治法第252条の 2の 2の規定に基づくもの）
（平成30年 9 月 1 日現在）

− 108 − − 109 −


